
日本のひなた宮崎 国スポ門川町弁当調達要項 
   

１ 趣旨  

本町で開催する「日本のひなた宮崎 国スポ」に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他 

関係者（以下「大会参加者」という。）へ提供する弁当の調達に関して、必要な事項を定める。  

   

２ 実施方法  

日本のひなた宮崎 国スポ門川町実行委員会（以下「実行委員会」という。）は、関係機関等の協力を得 

て、大会参加者の弁当調達業務を実施する。   

   

３ 弁当の調達   

弁当の調達については、実行委員会があらかじめ必要数を把握し、計画的に発注・提供を行う。   

   

４ 弁当の種類、対象及び取扱期間   

（１）斡旋弁当  

斡旋弁当は、選手・監督、視察員及び報道員等（以下「選手・監督等」という。）のうち、希望者に 

対し弁当料金を徴収して提供する弁当とし、取扱期間は、原則として競技会の開催期間とする。  

（２）支給弁当  

支給弁当は、大会役員、競技役員、競技補助員、競技会補助員、競技会係員、競技会補助員等（以下 

「役員等」という。）に対し、実行委員会が無償で提供する弁当とし、取扱期間は、大会業務に従事す 

る期間とする。  

  

５ 弁当の申込み、発注及び清算  

斡旋又は支給を行う弁当の申込み、発注及び代金の清算については、実行委員会が別に定める方法によ 

り行うものとする。  

  

６ 弁当調製施設の指定 

（１）実行委員会は、弁当調整を希望する業者から「弁当調達業務申込書（様式第１号）」及び「日本のひ 

なた宮崎 国スポ門川町弁当調製施設調査票（様式第２号）」を提出させ、別に定める基準に基づき、弁 

当調製施設の選考・指定を行う。  

（２）実行委員会は、前項の規定により弁当調製施設を指定するときは、「弁当調製施設指定書（様式第３ 

号）」を交付する。  

（３）実行委員会は、指定した弁当調製施設の中から契約を行う相手を決定する。  

  

７ 弁当調製施設の取り消し  

実行委員会は、指定弁当調製施設が次のいずれかに該当するときは、「弁当調製施設指定取消書（様式 

第４号）」を交付し、その指定を取り消すことができる。  

（１）食品衛生法その他関係法令に基づく許可の取り消し、営業の全部又は一部の禁止若しくは期間を定め 

ての停止処分を受けたとき。   



（２）食品衛生法その他関係法令に基づく改善命令及び指導に速やかに従わないとき。   

（３）弁当調製施設の業務を無断で第三者に委託したとき。  

（４）その他、実行委員会が不適当と認めたとき。  

  

８ 弁当引換所の設置及び運営   

競技会場に弁当引換所を設置し、保健所等の関係機関の指導に基づき、衛生上に配慮した適正な運営を 

行うものとする。   

  

９ 弁当調達業務の委託  

実行委員会は、弁当調達業務の全部または一部を関係団体等に委託することができるものとする。  

   

10 その他   

（１）この要項に定めるもののほか、弁当調達業務に関して必要な事項は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における弁当調達業務についても、必要に応じて、この要項を準用する。  

   

   

    



 様式第１号   

  

弁当調達業務申込書 

 
    

日本のひなた宮崎 国スポ門川町開催競技における弁当の調製及び配達業務を請け負うことを希望します。   

門川町弁当調製施設選定基準に従うことを誓約いたします。   

現在までの行政処分状況等について、実行委員会が関係機関に問い合わせることを承諾します。   

    

 

                                年  月  日   

    

 

日本のひなた宮崎 国スポ門川町実行委員会     

会 ⾧     山 室  浩 二  様   

                      

     

所在地 〒   

    

氏 名(法人にあっては名称及び代表者氏名)   

                                                   

印   

   

電話番号   

ＦＡＸ番号  

緊急連絡先  

              (担当者名)   

  

  

【添付書類】   

・弁当調製施設調査票(様式第２号)   

・営業許可証の写し   

・食品衛生監視票の写し   

    

  

 

 

 

  



様式第２号 

  

弁当調製施設調査票 
  

令和  年  月  日  

１ 

施 

設 

概 

要 

1 

ふりがな  

施設名   

2 

ふりがな  
連絡者名 

 

代表者名  （電話：     ） 

3 所在地 

〒        － 

      （電話：            ） 

      （FAX：            ） 

      （ﾒー ﾙ ：           ） 

4 主な業務内容  □ 弁当 □ 仕出し 仕出し □ 一般食堂 □ その他（    ） 

5 調理従事者数  （    ）人 

6 調製可能数 １日あたり最大（    ）個       通常（    ）個 

7 使用水の種類 □ 水道 □ 井戸 □ その他（    ） 

2 

国

ス

ポ

へ

の

提

供 

8 １日あたりの提供可能食数 平日（   ）食  土曜日（   ）食  日曜日（   ）食 

9 サンプル提供 □ 可  □ 不可  □ その他（ ） 

10 弁当付属品 □ 割り箸 □ 爪楊枝 □ お手拭 □ お茶  □持ち運び用ビニール袋 

11 献立内容への対応 □ 可  □ 不可 

12 弁当の製造 
□ 当日の午前零時以降に製造可 

□ 当日の午前零時以降に製造不可 

13 弁当の納入  □ 午前 10時50分に納入可  □ 午前 10 時50分に納入不可 

14 メニュー日替わり可能数 （      ）日以上 ）日以上 ※同一競技での最大開催期間は5日 

15 弁当の調製 □ 単一の施設で調製  □ 複数の施設で調製 

16 発注時間の期限 前日午後６時までの最終個数確定対応 □ 可 □ 不可 

17 冷蔵車等による配達 □ 可 □ 不可 □ その他（   ） 

18 配達可能数  （    ）個 

19 弁当の表示  原材料名、消費期限製造者等 … □ 可 □ 不可 

20 冷蔵車等の所有台数 

自社所有 … □ 有（   t 台、   t 台） □ 無 

  車種 ： □ 冷凍車  □ 冷蔵車 □  保冷車 □ その他 

レンタル … □ 有（   t 台、   t 台） □ 不可 

  車種 ： □ 冷凍車  □ 冷蔵車 □  保冷車 □ その他 

※レンタル会社名（    ） 

３ 

そ 

の 

他 

21 冷蔵車等の待機  □ 可  □ 不可  □ その他(    ） 

22 弁当ガラ(残飯含)当日回収  □ 可  □ 不可 

23 食品賠償保険等の加入  □ 加入 □ 未加入 

24 調理・配送従事者の検便  □ 実施している（   に一度 ） □ 実施していない  

25 検査食（保存食）  □ 実施している（    に一度）  □  実施可能 □ その他  

26 食中毒発生事故歴  □ 過去３年間にない   □ 過去３年間にある 

27 
大量調理施設衛生管理マニュア

ル 

※調製可能最大数が１回 300 食を超える場合のみ□実践可 

                         □実践不可 

28 ＨＡＣＣＰ  □ 実施している  □ 実施していない 

※ご提出いただいた内容は、門川町開催競技の弁当調製業務以外では使用しません。 

※本書の提出をもって、門川町弁当調製施設として選定するものではありません。 



様式第３号  

   

弁当調製施設指定書 
   

年  月  日  

 

様   

   

  

日本のひなた宮崎 国スポ門川町実行委員会     

会 ⾧     山 室  浩 二  様   

   

   

日本のひなた宮崎 国スポ門川町開催競技における、弁当調製施設として下記のとおり指定します。   

    

記 

   

施設名    

所在地     

代表者名    

大会名    

適用期間   

   

    

  

 

 

 

 

 

 



様式第４号   

   

弁当調製施設指定取消書 
   

 年  月  日  

  

様   

   

  

日本のひなた宮崎 国スポ門川町実行委員会  

会 ⾧     山 室  浩 二  様 

    

 

日本のひなた宮崎 国スポ門川町開催競技における弁当調製施設の指定を、下記事由により取り消します。   

   

 

記   

 

    

指定取消事由 日本のひなた宮崎 国スポ門川町弁当調達要項第７の規定に該当するため。   

   

  

 


